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図2-2-1 アンケートの回収状況

図2-2-2 無効回収の内訳

図2-2-3 未回収の理由

8,300

5,345 （64.4％）

有効回収数（率） 5,172 （62.3％）

無効回収数 173

2,955

調査対象数

回収数（率）

未回収数

59

114

無効回収（173）内訳

対象外職業

その他

1,254

351

706

341

177

126

不明（家が見つからず）

その他（オートロックで面会不能等）

配布拒否

回収拒否

不在

転居

未回収（2,955）内訳
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図2-2-4 回答者の年齢（SA）

６０代

17.8%

５０代

22.2%

７０歳以上

11.6%

無回答

0.0%

２０代

12.3%

４０代

18.0%

３０代

18.0%

N=5172
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図2-2-5 回答者の性別（SA）

女性

50.5%

無回答

0.0%

男性

49.5%

N=5172
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図2-2-6 回答者の家族構成（配偶者の有無 （SA））

配偶者は

いない

27.8%

無回答

0.2%

配偶者が

いる

72.0%

N=5172
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図2-2-7 回答者の家族構成（子供・要介護者 （MA））

N= 5172

未就学の子供がいる

小学１～３年生の子供がいる

小学４～６年生の子供がいる

介護を要する家族がいる

いずれにもあてはまらない

無回答

15.4

9.2

8.8

11.7

63.8

1.1

0 20 40 60 80 100
(%)
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図2-2-8 回答者の職業（SA）

N= 5172

専業主婦

無回答

学生

無職

お勤め（経営管理者・社員・職員など）

お勤め（パート・アルバイト）

自営・自由業

その他の職業

37.4

14.7

15.2

1.8

14.4

1.7

14.6

0.3

0 20 40 60 80 100
(%)
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図2-2-9 回答者の業種（SA）

N= 3572

運輸業

不動産業

病院・診療所

電力・ガス・水道

マスコミ（映画・放送・新聞・出版・広告業）

通信業

公務（公立学校教職員を除く）

学校（私立）

学校（公立）

福祉（児童・老人・障害者・介護など）

小売業

無回答

飲食・宿泊業

金融・証券・保険業

その他の業種

その他のサービス業

農林漁業・鉱業

建設業

製造業（新聞・出版を除く）

卸売・代理商・仲立業

5.0

8.7

19.1

4.4

10.5

5.0

3.4

1.3

5.3

1.2

1.5

1.6

4.1

4.6

2.4

0.9

4.8

11.1

4.4

0.6

0 20 40 60 80 100
(%)
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図2-2-10 回答者の職種（ お勤め」の方 （SA）「 ）

N= 2691

無回答

役員

部・課長（管理職）

事務職

販売・営業職（外交員を含む）

その他の職種

技術職（研究職・技術職など）

技能工・生産工程従事職

運転職

専門職（医師・医療関係職・会計士・教職など）

保安職（警備員など）

3.6

10.2

17.8

16.9

10.4

13.9

5.2

1.2

10.4

9.4

1.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図2-2-11 回答者の職種（ 自営・自由業」の方 （SA）「 ）

N= 788

自営・自由業の家業手伝い

その他の職種

無回答

農林漁業

個人経営の経営主（建設・製造・印刷・運送
店などの経営）

販売店主（卸・小売店・飲食店・不動産・保
険代理業など）

専門職（医師・会計士・作家・芸能人など）

18.1

27.3

19.7

7.1

19.9

7.4

0.5

0 20 40 60 80 100
(%)
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図2-2-12 回答者の勤め先の従業員数（会社・組織全体 （SA））

N= 2691

１，０００～４，９９９人

５，０００人以上

無回答

１～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

３００～９９９人

25.1

17.8

15.7

14.2

12.5

12.6

2.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図2-2-13 回答者の勤め先の従業員数（事業所 （SA））

N= 2691

１００～２９９人

３００～９９９人

無回答

１，０００人以上

１～４人

５～９人

１０～２９人

３０～９９人

7.9

10.4

24.8

27.3

14.2

8.3

4.3

2.7

0 20 40 60 80 100
(%)
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図2-2-14 回答者の居住地域の都道府県（SA）

都道府県名 回答者数 （%）

北海道 232 4.5

青森県 79 1.5

岩手県 54 1.0

宮城県 90 1.7

秋田県 48 0.9

山形県 57 1.1

福島県 68 1.3

茨城県 123 2.4

栃木県 84 1.6

群馬県 110 2.1

埼玉県 236 4.6

千葉県 254 4.9

東京都 417 8.1

神奈川県 348 6.7

新潟県 100 1.9

富山県 58 1.1

石川県 76 1.5

福井県 34 0.7

山梨県 54 1.0

長野県 90 1.7

岐阜県 85 1.6

静岡県 150 2.9

愛知県 281 5.4

三重県 72 1.4

滋賀県 73 1.4

京都府 126 2.4

大阪府 333 6.4

兵庫県 232 4.5

奈良県 57 1.1

和歌山県 35 0.7

鳥取県 12 0.2

島根県 45 0.9

岡山県 81 1.6

広島県 116 2.2

山口県 66 1.3

徳島県 30 0.6

香川県 48 0.9

愛媛県 51 1.0

高知県 46 0.9

福岡県 229 4.4

佐賀県 42 0.8

長崎県 72 1.4

熊本県 58 1.1

大分県 36 0.7

宮崎県 66 1.3

鹿児島県 73 1.4

沖縄県 45 0.9

合計 5172 100.0
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図2-2-15 回答者の裁判所へ行くための交通手段（SA）

公共交通機関

がある（全部）

69.8%

公共交通機関

がない

3.5%

公共交通機関

がある（一部）

23.5%

徒歩や自転車

で行ける

2.9%

無回答

0.2%

N=5172
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図2-2-16 回答者の裁判所までの所要時間（SA）

無回答

0.4%
３時間超

3.7%

２時間以内

39.5%

３時間以内

9.1%

１時間以内

47.4%

N=5172
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図3-1-1 裁判員としての参加意欲（SA）

N= 5172

参加したい

参加してもよい

あまり参加したくない

参加したくない

参加したくない合計

わからない

無回答

参加したい合計

8.2

19.4

28.4

33.3

10.8

0.1

27.6

61.6

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-1-2 裁判員として参加する場合の障害事由（多岐選択の場合 （MA））

N= 5172

裁判所に行くまでの移動が大変である

裁判所に数日間行くための日程調整が大
変である

金銭上の負担が生じる

心理的に不安である

わからない

無回答

自分の健康や体調が心配である

家族の健康や体調が心配である

その他

特にない

26.4

65.3

23.7

53.4

21.0

12.5

7.9

4.8

1.5

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-1-3 裁判員として参加する場合の障害事由（最も重要な障害 （SA））

N= 4843

裁判所に行くまでの移動が大変である

裁判所に数日間行くための日程調整が大
変である

金銭上の負担が生じる

心理的に不安である

自分の健康や体調が心配である

家族の健康や体調が心配である

その他

無回答

3.9

42.6

5.2

27.6

10.9

3.8

5.9

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-1-4 参加意欲と障害事由の関連（MA）

金銭上の負担が生じる

家族の健康や体調が心配である

無回答

裁判所に行くまでの移動が大変である

裁判所に数日間行くための日程調整が大変である

その他

特にない

わからない

家族の健康や体調が心配である

無回答

自分の健康や体調が心配である

心理的に不安である

その他

特にない

わからない

心理的に不安である

自分の健康や体調が心配である

裁判所に行くまでの移動が大変である

裁判所に数日間行くための日程調整が大変である

金銭上の負担が生じる

参加したくない (N=1720)

わからない (N=557) 無回答 (N=3)

参加したい (N=423) 参加してもよい (N=1002)
あまり参加したくない
(N=1467)

24.4

67.1

25.3

51.3

16.7

12.9

7.2

2.0

3.9

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

66.7

33.3

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100
(%)

16.3

62.9

24.6

18.7

10.4

5.7

4.5

20.6

0.7

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

20.6

69.5

23.9

31.9

11.0

8.1

7.3

9.9

0.7

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

25.3

70.6

19.3

67.2

16.7

13.2

6.8

2.1

0.7

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

33.7

58.4

26.7

63.5

34.5

16.2

10.3

1.2

2.2

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-2-1 連続して裁判に参加できる日数（SA）

N= 5172

１１日以上

わからない

無回答

１日も参加できない

３日以内

４日～５日

６日～１０日

29.1

38.9

7.8

1.6

3.5

19.1

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-2-2 連続開廷の場合に参加可能な日数別内訳（年齢）

参加できない理由

無回答

仕事等（学業・家事を含む）の重要な

用事がある

重い病気や怪我があって、在宅での

治療や定期的な通院等が必要である

育児や介護をしなければならない家族

がいる

その他社会生活を営むにあたって重

要な用事がある

５０代

N=334

６０代

N=253

７０歳以上

N=275

無回答

２０代

N=134

３０代

N=258

４０代

N=253

仕事等（学業・家事を含む）の重要な

用事がある

重い病気や怪我があって、在宅での

治療や定期的な通院等が必要である

育児や介護をしなければならない家族

がいる

その他社会生活を営むにあたって重

要な用事がある

無回答

(N=1)

６日以上
（「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=263)

わからない
(N=987)

３日以内
（「3日以内」「4日～5日」「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=2677)

４日～５日
（「4日～5日」「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=667)

全体

(N=5172)

１日も参加できない

(N=1507)

12.3

8.9

13.5

13.3

12.5

14.4

100.0

18.0

17.1

19.5

13.9

10.6

15.4

0.0

18.0

16.8

19.6

15.0

12.9

15.4

0.0

22.2

22.2

23.3

22.0

20.9

19.3

0.0

17.8

16.8

17.4

24.6

28.1

20.7

0.0

11.6

18.2

6.6

11.1

14.8

14.9

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０歳以上 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

86.6

2.2

16.4

0.7

0.0

0 20 40 60 80 100

76.0

1.9

35.3

4.7

0.0

0 20 40 60 80 100

88.1

4.0

17.8

2.8

0.0

0 20 40 60 80 100

80.8

11.4

14.4

4.5

0.0

0 20 40 60 80 100

59.3

27.7

17.8

11.9

0.0

0 20 40 60 80 100

25.5

63.6

11.6

8.7

1.8

0 20 40 60 80 100

(%) (%) (%) (%)

(%) (%)
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図3-2-3 連続開廷の場合に参加可能な日数別内訳（職業）

全体

(N=5172)

１日も参加できない

(N=1507)

３日以内
（「3日以内」「4日～5日」「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=2677)

４日～５日
（「4日～5日」「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=667)

６日以上
（「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=263)

わからない
(N=987)

無回答

(N=1)

37.4

29.1

44.9

34.6

29.7

29.4

100.0

14.7

13.7

14.8

12.3

9.1

15.9

0.0

15.2

19.9

15.0

13.6

9.9

8.7

0.0

1.8

2.2

1.9

2.2

1.5

1.0

0.0

14.4

16.5

11.4

13.8

15.6

19.7

0.0

1.7

0.8

1.9

3.1

1.1

2.4

0.0

14.6

17.7

9.9

20.2

33.1

22.6

0.0

0.3

0.3

0.2

0.0

0.0

0.3

0.0

お勤め
（経営管理者・

社員・職員など）

お勤め
（パート・アルバイト）

自営・自由業 その他の職業 専業主婦 学生 無職 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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図3-2-4 連続開廷の場合に参加可能な日数別内訳（参加意欲）

無回答

(N=1)

６日以上
（「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=263)

わからない
(N=987)

３日以内
（「3日以内」「4日～5日」「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=2677)

４日～５日
（「4日～5日」「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=667)

全体

(N=5172)

１日も参加できない

(N=1507)

8.2

1.9

13.0

24.7

28.1

4.6

100.0

19.4

4.6

29.6

39.9

41.8

14.2

0.0

28.4

19.8

33.8

24.4

20.5

26.7

0.0

33.3

64.8

14.3

5.8

5.7

36.4

0.0

10.8

8.9

9.1

5.1

3.8

18.1

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

参加したい 参加してもよい あまり参加したくない 参加したくない わからない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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図3-2-5 参加できる（できない）場合の理由（MA）

N= 4002

仕事等（学業・家事を含む）の重要な用事が
ある

重い病気や怪我があって、在宅での治療や
定期的な通院等が必要である

育児や介護をしなければならない家族がい
る

その他社会生活を営むにあたって重要な用
事がある

無回答

76.6

11.0

14.8

7.3

0.3

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-2-6 理由が「仕事等（学業・家事を含む）の重要な用事がある」場合の詳細（MA）

N= 3064

家事から離れることができない

その他

無回答

自分で事業や店舗を営んでいる

自分は会社・団体などの中で経営や業務の
中心メンバーである

自分の代わりはいるが、長い間仕事を代わ
りの者に任せることはできない

自分の仕事は公的な資格や特殊な技能を
必要とする

自分の仕事は農作物の栽培、家畜の世
話、魚の養殖などである

学業から離れることができない

自分の仕事は出来高払いである

自分の仕事は締切や納期が月の間に何度
も続くものである

自分の仕事は日々の顧客への応対や取引
に関わるものである

自分の仕事はいつ発生するかわからない
事態(事故・災害など）に備えるものである

14.4

22.5

45.9

13.5

14.6

16.6

21.3

7.0

4.5

2.1

14.5

7.3

0.2

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-2-7 「１日も参加できない」と回答する者の障害事由（職業別）

参加できない理由

仕事等の重要な用事

無回答

自分の仕事は農作物の栽培、家畜の世

話、魚の養殖などである

学業から離れることができない

家事から離れることができない

その他

自分の仕事は出来高払いである

自分の仕事は締切や納期が月の間に何

度も続くものである

自分の仕事は日々の顧客への応対や取

引に関わるものである

自分の仕事はいつ発生するかわからない

事態（事故・災害など）に備えるものであ

る

自分で事業や店舗を営んでいる

自分は会社・団体などの中で経営や業務

の中心メンバーである

自分の代わりはいるが、長い間仕事を代

わりの者に任せることはできない

自分の仕事は公的な資格や特殊な技能

を必要とする

お勤め（経営管理者・社員・職員など）

N=418

お勤め（パート・アルバイト）

N=175

自営・自由業

N=258

その他の職業

N=27

無回答

仕事等（学業・家事を含む）の重要な

用事がある

重い病気や怪我があって、在宅での

治療や定期的な通院等が必要である

育児や介護をしなければならない家族
がいる

その他社会生活を営むにあたって重

要な用事がある

その他の職業

N=33

専業主婦

N=248

学生

N=12

無職

N=266

無回答

N=4

無回答

お勤め（経営管理者・社員・職員など）

N=438

お勤め（パート・アルバイト）

N=206

自営・自由業

N=300

仕事等（学業・家事を含む）の重要な

用事がある

重い病気や怪我があって、在宅での

治療や定期的な通院等が必要である

育児や介護をしなければならない家族

がいる

その他社会生活を営むにあたって重

要な用事がある

無回答

(N=1)

６日以上
（「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=263)

わからない
(N=987)

３日以内
（「3日以内」「4日～5日」「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=2677)

４日～５日
（「4日～5日」「6日～10日」「11日以上」を合計）

(N=667)

全体

(N=5172)

１日も参加できない

(N=1507)

37.4

29.1

44.9

34.6

29.7

29.4

100.0

14.7

13.7

14.8

12.3

9.1

15.9

0.0

15.2

19.9

15.0

13.6

9.9

8.7

0.0

1.8

2.2

1.9

2.2

1.5

1.0

0.0

14.4

16.5

11.4

13.8

15.6

19.7

0.0

1.7

0.8

1.9

3.1

1.1

2.4

0.0

14.6

17.7

9.9

20.2

33.1

22.6

0.0

0.3

0.3

0.2

0.0

0.0

0.3

0.0

お勤め
（経営管理者・

社員・職員など）

お勤め
（パート・アルバイト）

自営・自由業 その他の職業 専業主婦 学生 無職 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

95.4

2.7

5.7

3.2

0.0

0 20 40 60 80 100

85.0

4.4

23.3

5.8

0.0

0 20 40 60 80 100

86.0

7.7

14.3

7.3

0.0

0 20 40 60 80 100

81.8

3.0

18.2

9.1

0.0

0 20 40 60 80 100

37.1

26.2

48.8

6.9

0.0

0 20 40 60 80 100

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

14.7

71.4

15.0

7.9

1.9

0 20 40 60 80 100

100.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

(%) (%) (%) (%)

(%) (%) (%) (%)

(%) (%) (%) (%)

1.9

36.4

51.2

19.1

12.7

23.0

28.9

10.3

0.7

0.5

4.1

5.7

0.0

0 20 40 60 80 100

1.1

12.0

46.9

9.7

29.1

11.4

9.1

1.7

2.3

0.0

29.1

16.0

0.6

0 20 40 60 80 100

70.9

23.6

21.7

17.1

23.6

19.0

29.5

8.5

14.3

1.2

13.2

3.5

0.8

0 20 40 60 80 100

0.0

18.5

22.2

14.8

18.5

14.8

3.7

11.1

14.8

3.7

11.1

14.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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図3-2-8 参加できない特定の月の有無（SA）

N= 5172

決まっている

おおよそ決まっている

ほとんど決まっていない

決まっていない

決まっていない合計

わからない

無回答

決まっている合計

12.6

18.6

17.0

29.9

21.9

0.1

31.2

46.8

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-2-9 参加できない特定の月（MA）

N= 1612

12月

10月

５月

６月

７月

９月

８月

無回答

11月

１月

２月

３月

４月

56.0

48.5

66.9

62.2

52.0

46.0

52.8

56.3

53.8

50.7

49.7

74.4

0.1

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-2-10 参加できない特定の月の理由（MA）

81.0

80.9

85.1

83.3

82.5

80.6

81.3

78.4

83.4

82.3

82.3

85.5

9.4

10.4

7.3

8.4

9.7

10.5

9.5

9.1

9.2

9.7

9.7

6.8

14.9

12.8

13.0

14.7

12.0

12.7

14.7

17.3

11.4

11.7

12.0

11.9

4.4

4.9

3.7

4.3

4.8

4.6

5.1

6.7

5.0

4.9

5.0

4.1

0.3

0.4

0.3

0.2

0.2

0.4

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.3

0 20 40 60 80 100

１月(N=902)

２月(N=782)

３月(N=1078)

４月(N=1002)

５月(N=839)

６月(N=741)

７月(N=851)

８月(N=908)

９月(N=868)

10月(N=818)

11月(N=801)

12月(N=1199)

仕事等（学業・家事を含む）の重要な用事
がある

重い病気や怪我による通院等の自己の
健康上の理由がある

子供の就学，家族の一時帰宅等の同居の
親族の養育，介護上の理由がある

その他社会生活を営むにあたって重要な
用事がある

無回答
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図3-2-11 仕事等（学業・家事を含む）の重要な用事の詳細（MA）

10.4

10.1

12.6

13.8

9.1

8.5

15.5

17.1

23.1

15.6

14.3

13.6

9.3

10.4

9.9

9.0

8.4

8.9

9.8

10.6

9.8

9.1

8.5

7.9

10.5

11.7

9.8

9.0

10.4

10.1

26.4

22.6

24.0

22.4

23.8

22.9

4.0

5.4

5.5

9.6

13.7

12.7

12.4

7.4

6.9

9.1

10.3

8.5

7.4

8.1

10.1

12.3

4.6

5.7

21.3

23.7

18.6

20.0

21.8

24.8

0.5

0.3

0.3

0.5

0.6

1.0

0 10 20 30 40 50

１月(N=731)

２月(N=633)

３月(N=917)

４月(N=835)

５月(N=692)

６月(N=597)

7.7

7.2

7.5

8.2

8.8

9.8

10.3

10.1

17.5

12.0

10.3

15.5

9.2

7.0

8.6

9.4

8.8

9.1

9.1

10.5

9.1

9.4

10.9

11.1

9.5

11.4

10.1

12.2

13.8

11.9

28.6

29.9

22.1

21.8

25.8

31.8

10.3

10.5

13.3

13.7

8.2

4.0

9.5

13.3

9.1

9.1

8.3

12.6

9.0

5.9

6.1

6.5

5.2

5.9

22.0

20.2

21.4

22.6

23.2

17.7

0.7

1.0

0.6

0.4

0.6

0.6

0 10 20 30 40 50

７月(N=692)

８月(N=712)

９月(N=724)

10月(N=673)

11月(N=659)

12月(N=1025)

26.4

22.6

24.0

22.4

23.8

22.9

28.6

29.9

22.1

21.8

25.8

31.8

4.0

5.4

5.5

9.6

13.7

12.7

10.3

10.5

13.3

13.7

8.2

4.0

12.4

7.4

6.9

9.1

10.3

8.5

9.5

13.3

9.1

9.1

8.3

12.6

7.4

8.1

10.1

12.3

4.6

5.7

9.0

5.9

6.1

6.5

5.2

5.9

21.3

23.7

18.6

20.0

21.8

24.8

22.0

20.2

21.4

22.6

23.2

17.7

0.5

0.3

0.3

0.5

0.6

1.0

0.7

1.0

0.6

0.4

0.6

0.6

人事・給与関連の繁忙期である

経理・会計・決済関連の繁忙期である

重要な会合が開催される繁忙期である

調達・仕入れ関連の繁忙期である

開発・製造関連の繁忙期である

販売・サービス・マーケティング関連の繁忙
期である
事業に影響を与える自然条件が発生する

家事の繁忙期である

学校行事がある

その他仕事等の重要な用事がある

無回答
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図3-2-12 参加できない時期の判明時期（SA）

N= 5172

１年以上前

半年くらい前

３ヶ月くらい前

１ヶ月くらい前

わからない

無回答

8.3

4.7

9.7

32.4

44.7

0.3

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-2-13 参加しやすい特定の月の有無（SA）

N= 5172

決まっている

おおよそ決まっている

ほとんど決まっていない

決まっていない

決まっていない合計

わからない

無回答

決まっている合計

3.0

9.4

17.5

42.6

27.5

0.1

12.4

60.1

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-2-14 参加しやすい特定の月（MA）

N= 641

10月

11月

12月

無回答

１月

２月

３月

４月

９月

５月

６月

７月

８月

35.3

43.4

22.8

16.2

25.0

31.8

31.4

45.2

26.1

24.2

25.4

17.6

1.4

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-2-15 参加しやすい特定の月の理由（MA）

33.2

28.4

31.5

27.9

36.9

31.4

35.8

54.8

38.3

32.3

23.3

21.2

68.1

68.7

60.3

56.7

51.3

57.8

57.7

45.2

53.3

53.5

67.5

69.9

8.0

9.4

13.0

20.2

16.9

16.2

14.9

10.3

17.4

21.3

17.8

15.9

0.9

0.7

1.4

1.9

1.3

2.0

0.5

0.3

0.0

1.3

0.6

0.9

0 20 40 60 80 100

１月(N=226)

２月(N=278)

３月(N=146)

４月(N=104)

５月(N=160)

６月(N=204)

７月(N=201)

８月(N=290)

９月(N=187)

10月(N=155)

11月(N=163)

12月(N=113)

休暇が多い、休暇が取りやすい月である

従事している事業の閑散期であるため、都
合がつけやすい

その他参加しやすい理由がある

無回答
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図3-2-16 １年の予定と国民の裁判員としての参加（職業別）

注 ： 月 毎 に ， 2 人 に 1 人 以 上 が 参 加 で き な い 場 合 に ● ， 3 人 に 1 人 以

上 が 参 加 で き る 場 合 に ○ を そ れ ぞ れ 記 す 。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

● ● ● ●

○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

職業

月の繁閑（●：参加困難，○：参加容易）

お勤め（経営管理者・
社員・職員など）

その他の職業

自営・自由業

お勤め（パート等）

無職

学生

専業主婦
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図3-2-17 １年の予定と国民の裁判員としての参加（業種別）

注：月毎に，2人に1人以上が参加できない場合に●，3人に1人以上が参加できる場合に○をそれぞれ記す。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ●

○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ● ●

○

● ● ● ● ● ● ● ●

○

● ● ●

○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○

学校（公立）

学校（私立）

公務

その他の
業種

その他の
サービス業

マスコミ

福祉

病院・診療所

不動産業

運輸業

電力・ガス・
水道

通信業

小売業

卸売・代理
商・仲立業

飲食・宿泊業

金融・証券・
保険業

業種
月の繁閑（●：参加困難，○：参加容易）

農林漁業・
鉱業

製造業

建設業
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図3-3-1 裁判の開廷方法（参加日数が５日の場合 （MA））

N= 5172

１週にまとめて月～金まで５日連続で毎日
開催する方法

２週にわたり１週は３日、翌週は２日開催す
る方法

３週にわたり２日開催する週を２つ、１日開
催する週を１つにする方法

上記のうちどれでもない

わからない

無回答

13.5

23.6

26.6

15.6

30.8

0.2

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-3-2 裁判の開廷方法（参加日数が５日の場合） （職業 （MA））

無回答

上記のうちどれでもない

上記のうちどれでもない

３週にわたり２日開催する週を２つ、１日開催する
週を１つにする方法

わからない

無回答

１週にまとめて月～金まで５日連続で毎日開催す
る方法

２週にわたり１週は３日、翌週は２日開催する方
法

その他の職業(N=93)

わからない

お勤め（経営管理者・社
員・職員など）(N=1932)

お勤め（パート・アルバイ
ト）(N=759)

自営・自由業(N=788)

１週にまとめて月～金まで５日連続で毎日開催す
る方法

無回答(N=13)専業主婦(N=747) 学生(N=87) 無職(N=753)

２週にわたり１週は３日、翌週は２日開催する方
法

３週にわたり２日開催する週を２つ、１日開催する
週を１つにする方法

11.6

28.1

22.6

14.5

33.9

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

25.3

32.2

27.6

12.6

26.4

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

14.2

25.2

13.4

15.7

40.6

0.3

0 20 40 60 80 100
(%)

15.4

22.7

33.7

15.4

24.7

0.2

0 20 40 60 80 100
(%)

13.3

22.8

28.1

14.2

30.4

0.1

0 20 40 60 80 100
(%)

9.0

20.2

25.6

18.9

33.0

0.3

0 20 40 60 80 100
(%)

12.9

22.6

16.1

11.8

38.7

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

7.7

15.4

15.4

15.4

53.8

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-3-3 裁判の開廷方法（参加日数が１０日の場合 （MA））

N= 5172

２週にまとめて月～金まで１０日連続で毎日
開催する方法

４週にわたり３日開催する週を２つ、２日開
催する週を２つにする方法

毎週２日ずつ５週連続して開催する方法

上記のうちどれでもない

わからない

無回答

8.9

20.6

27.2

17.2

34.5

0.2

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-3-4 裁判の開廷方法（参加日数が１０日の場合） （職業 （MA））

学生(N=87) 無職(N=753)

４週にわたり３日開催する週を２つ、２日開催する
週を２つにする方法

毎週２日ずつ５週連続して開催する方法

その他の職業(N=93)

わからない

お勤め（経営管理者・社
員・職員など）(N=1932)

お勤め（パート・アルバイ
ト）(N=759)

自営・自由業(N=788)

２週にまとめて月～金まで１０日連続で毎日開催
する方法

無回答(N=13)専業主婦(N=747)

無回答

上記のうちどれでもない

上記のうちどれでもない

毎週２日ずつ５週連続して開催する方法

わからない

無回答

２週にまとめて月～金まで１０日連続で毎日開催
する方法

４週にわたり３日開催する週を２つ、２日開催する
週を２つにする方法

7.6

24.9

24.4

15.0

37.9

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

11.5

34.5

32.2

9.2

32.2

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

12.4

21.9

15.3

17.4

42.4

0.3

0 20 40 60 80 100

9.0

19.2

33.3

18.4

28.9

0.2

0 20 40 60 80 100
(%)

8.7

21.5

27.9

15.4

34.8

0.1

0 20 40 60 80 100
(%)

6.3

16.4

26.0

19.4

36.4

0.3

0 20 40 60 80 100
(%)

8.6

21.5

19.4

12.9

43.0

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)

7.7

15.4

15.4

23.1

46.2

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)(%)
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図3-3-5 休廷日をはさんで裁判に参加できる日数（SA）

N= 5172

３日以内

４日～５日

６日～１０日

１１日～２０日

２１日以上

わからない

無回答

24.5

13.8

12.8

3.4

2.4

42.6

0.5

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-3-6 休廷日をはさんで裁判に参加できる日数（職業 （SA））

全体

(N=5172)

３日以内

(N=1269)

４日～５日
（「4日～5日」「6日～10日」「11日～20日」「21日以上」を合計）

(N=1672)

６日～１０日
（「6日～10日」「11日～20日」「21日以上」を合計）

(N=960)

１１日以上
（「11日～20日」「21日以上」を合計）

(N=299)

わからない
(N=2205)

無回答

(N=26)

37.4

45.3

41.4

39.4

35.8

29.9

19.2

14.7

15.2

14.4

13.3

9.7

14.7

3.8

15.2

16.2

13.6

13.0

10.7

15.9

19.2

1.8

1.8

1.4

1.3

1.0

2.1

0.0

14.4

12.4

12.7

12.9

13.4

16.8

26.9

1.7

1.3

2.7

3.1

3.0

1.2

0.0

14.6

7.6

13.8

16.9

26.4

18.9

30.8

0.3

0.2

0.1

0.1

0.0

0.4

0.0

お勤め
（経営管理者・

社員・職員など）

お勤め
（パート・アルバイト）

自営・自由業 その他の職業 専業主婦 学生 無職 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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図3-3-7 日程調整（５日間の予定の場合）と国民の裁判員としての参加（SA）

N= 5172

４ヶ月から５ヶ月くらい前

半年以上前

わからない

無回答

１ヶ月以内

１ヶ月半くらい前

２ヶ月くらい前

３ヶ月くらい前

29.4

17.6

10.7

6.9

0.9

3.0

31.3

0.2

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-3-8 日程調整（１０日間の予定の場合）と国民の裁判員としての参加（SA）

N= 5172

１ヶ月以内

１ヶ月半くらい前

２ヶ月くらい前

３ヶ月くらい前

４ヶ月から５ヶ月くらい前

半年以上前

わからない

無回答

19.3

14.8

14.3

9.9

1.7

6.0

33.8

0.2

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-4-1 国民（サラリーマン）が裁判員として参加しやすくするために実施すべき環境整備

（多岐選択の場合 （MA））

N= 5172

その他

わからない

無回答

経営者・幹部の間に制度理解を広める

有給休暇扱いにする

収入減少の場合に、経済的補償をする

裁判所が裁判員の仕事の日程都合を考慮
する

66.8

56.9

59.0

45.4

5.0

12.8

0.1

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-4-2 国民（サラリーマン）が裁判員として参加しやすくするために実施すべき環境整備

（最も重要な環境整備 （SA））

N= 4506

経営者・幹部の間に制度理解を広める

有給休暇扱いにする

収入減少の場合に、経済的補償をする

裁判所が裁判員の仕事の日程都合を考慮
する

その他

無回答

36.2

15.6

28.6

16.4

3.2

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-4-3 国民（介護者・養育者）が裁判員として参加しやすくするために実施すべき環境整備

（多岐選択の場合 （MA））

N= 5172

お願いしやすい環境を作る

施設を利用しやすくする

施設利用の場合、経済的補償をする

裁判所が裁判員の介護や養育の日程都合
を考慮する

その他

わからない

無回答

41.6

69.2

66.5

40.7

3.4

13.2

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-4-4 国民（介護者・養育者）が裁判員として参加しやすくするために実施すべき環境整備

（最も重要な環境整備 （SA））

N= 4488

その他

無回答

お願いしやすい環境を作る

施設を利用しやすくする

施設利用の場合、経済的補償をする

裁判所が裁判員の介護や養育の日程都合
を考慮する

14.5

29.9

38.2

14.5

2.8

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-4-5 国民が裁判員として参加しやすくするために実施すべき環境整備（裁判の進め方）

（多岐選択の場合 （MA））

N= 5172

読まなければならない書類をなるべく少なく
する

検察官や弁護人はなるべく分かりやすい説
明をするよう心がける

できるだけ専門用語は使わないようにする

裁判官は裁判員が自由に発言できるよう配
慮する

脅迫から裁判員を十分保護する

その他

わからない

無回答

54.0

56.8

62.5

43.6

67.7

1.8

15.6

0.0

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-4-6 国民が裁判員として参加しやすくするために実施すべき環境整備（裁判の進め方）

（最も重要な環境整備 （SA））

N= 4365

脅迫から裁判員を十分保護する

その他

無回答

読まなければならない書類をなるべく少なく
する

検察官や弁護人はなるべく分かりやすい説
明をするよう心がける

できるだけ専門用語は使わないようにする

裁判官は裁判員が自由に発言できるよう配
慮する

13.1

12.9

10.7

9.4

52.8

1.0

0.2

0 20 40 60 80 100
(%)
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図3-5-1 全体の傾向に比べてより顕著な特色の見られるグループを識別する視点

より大きい より小さい より大きい より小さい

参加意欲
（問1）

参加意欲が低い 参加意欲が高い 参加意欲が高い 参加意欲が低い

障害事由
（問2）

コントロールが容易ではな
い事由（健康）

コントロールが容易な事由
（移動、日程）

－ －

連続開廷
（問3）

1日も出られない、理由が
コントロール容易ではない
（健康）

参加者が多いまたはより
長期に参加できる、理由
がコントロールできる（仕
事等）

－ －

週割り
(問4-6)

－ －
参加者が増えるまたはよ
り長期に参加できる

参加者が増えないまたは
より短期になる

特定月
(問7-8)

困難月が多い 容易月がある － －

日程調整時期
（問9-10）

－ －
明確であり1ヶ月以上前か
ら可能

明確ではないまたは直前
でなければわからない

環境整備
(問11-13)

－ －
実現可能な対策に明確な
ニーズがある

ニーズが不明

質問
現在の障害 潜在的可能性


